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八
木
氏
は
左さ

を
提
案
さ
れ
て
ゐ
る
。

（
方
策
①
の
）
立
法
化
は
皇
族
女

子
が
皇
族
以
外
の
者
と
結
婚
す
る

場
合
は
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
と

す
る
皇
室
典
範
十
二
条
の
原
則
は

維
持
し
な
が
ら
、
現
在
の
内
親

王
・
女
王
に
限
っ
て
例
外
的
に

皇
族
の
身
分
の
保
持
を
可
能
に

す
る
特
例
法
が
妥
当
だ
ら
う
。

前
述
の
『
報
告
』
で
は
、
現
在
の
内

親
王
・
女
王
に
限
っ
て
は
、
婚
姻
後
に

皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
か
否
か
は
各

自
の
選
択
に
任
さ
れ
て
ゐ
る
。
現
在
の

女
性
皇
族
方
が
総
て
「
婚
姻
後
は
皇
族

の
身
分
を
離
れ
る
」
と
判
断
な
さ
れ
れ

ば
、
方
策
①
は
実
施
さ
れ
な
い
。
一
方
、

女
性
皇
族
が
「
婚
姻
後
も
皇
族
の
身
分

を
保
持
す
る
」
場
合
は
、「
配
偶
者
と

子
は
皇
族
と
し
な
い
」
こ
と
が
、
必
要

絶
対
条
件
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。

皇
室
内
の
皇
族
に
一
般
男
性
の
血
が

混
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
長
き
歴
史
を
通

じ
て
男
系
皇
胤
が
保
有
し
て
こ
ら
れ
た

民
族
宗
教
上
の
尊
貴
な
神
聖
さ
は
瞬
時

に
失
は
れ
、
皇
室
の
存
在
意
義
も
失
は

れ
る
運
命
に
陥
ら
う
。
世
界
に
比
類
無

き
我
が
「
日
本
文
明
」
の
存
続
が
岐
路

に
立
つ
現
在
、
女
性
皇
族
方
と
政
治
家

諸
氏
に
は
、「
皇
室
の
伝
統
」
に
対
し

て
「
畏
敬
の
心
を
も
っ
て
応
じ
て
い
た

だ
か
ね
ば
」
と
の
思
ひ
、
頻し

き

り
で
あ
る
。

（
元
新
潟
工
科
大
学
教
授
）

皇
族
数
の
減
少
に
対
し
て
適
切
な
方
策

を
打
ち
出
し
、
そ
れ
を
最
適
の
決
定
に

着
地
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

令
和
六
年
二
月
、
八
木
秀
次
麗
澤
大

学
教
授
は
、
政
府
有
識
者
会
議
が
『
報

告
』（
令
和
三
年
十
二
月
付
）
で
示
し
た
方

策
内
容
を
速
や
か
に
承
認
す
る
や
う
求

め
、
さ
ら
に
、
そ
の
立
法
化
の
手
段
を

議
論
す
る
や
う
呼
び
か
け
て
、
八
木
氏

自
身
の
意
見
を
開
陳
さ
れ
た
（｢

安
定
的

な
皇
位
継
承
の
確
保
策
を
急
げ
」、『
日
本
の
息

吹
』
令
和
六
年
二
月
号
）。
筆
者
は
、
ほ
ぼ
、

八
木
説
に
賛
同
す
る
。

さ
て
、
政
府
有
識
者
会
議
の
『
報

告
』
に
示
さ
れ
た
方
策
で
、
当
面
議
論

と
な
る
も
の
は
以
下
の
二
方
策
で
あ
る
。

方
策
①
内
親
王
・
女
王
が
婚
姻
後
も
皇

族
の
身
分
を
保
持
す
る
こ
と
。

方
策
②
皇
族
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

養
子
縁
組
を
可
能
と
し
、
皇
統

に
属
す
る
男
系
の
男
子
を
皇
族

と
す
る
こ
と
。

現
時
点
で
は
、
方
策
②
に
よ
っ
て
出

来
得
る
限
り
沢
山
の
男
子
皇
族
を
得

る
こ
と
が
、
当
面
の
課
題
と
な
る
。

一
方
、
万
一
、
方
策
①
が
「
適
切
な

条
件
な
し
に
」
実
現
し
て
し
ま
ふ
と
、

将
来
「
女
系
」
の
皇
族
が
出
現
す
る
可

能
性
が
生
じ
る
。
故
に
筆
者
は
、
方
策

①
は
本
来
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
策
と
考

へ
て
ゐ
る
（
拙
著
『
国
の
形
と
皇
室
制
度
』

令
和
五
年
、
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
）。

令
部
）
に
よ
る
日
本
解
体
の
占
領
政
策

等
に
よ
っ
て
、
天
皇
制
度
の
弱
体
化
を

始
め
と
し
て
、
日
本
国
民
の
民
族
意
識

と
文
化
伝
統
を
打
ち
砕
く
た
め
、
教
育

の
場
で
は
、
国
家
意
識
の
欠
如
し
た
個

人
主
義
や
自
由
主
義
が
持
ち
込
ま
れ
教

へ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
己お

の

が
命

を
賭と

し
て
で
も
国
を
守
ら
う
と
す
る
意

志
、
す
な
は
ち
、
祖
国
愛
に
よ
り
己お

の

が

心
に
悠
然
と
湧
き
起
る
「
人
間
普
遍
の

徳
」
に
基
づ
く
自
己
決
定
の
意
志
さ
へ

も
、
我
が
国
で
は
失
は
れ
て
し
ま
っ
た

と
慨
嘆
さ
れ
る
現
状
で
あ
る
。

今
、
危
機
を
目
前
に
想
起
す
べ
き
は
、

二
千
有
余
年
、
日
本
民
族
の
国
家
の
根

幹
を
支
へ
て
き
た
皇
室
の
御
存
在
で
あ

る
。
皇
室
の
も
と
君
民
一
体
の
強
い
団

結
力
で
、
幾
多
の
危
機
を
乗
り
越
え
て

き
た
長
い
歴
史
を
想
ひ
起
し
た
い
。

そ
の
皇
室
に
関
し
て
目
下
日
本
の
政

治
に
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
男
子

我
が
国
で
は
、
平
成
十
六
年
の
年
末

以
来
二
十
年
に
わ
た
っ
て
、
最
重
要
の

課
題
と
し
て
「
皇
位
継
承
問
題
」
が
論

議
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
未
だ
決
着
が

つ
か
ず
、
皇
室
に
お
か
れ
て
は
御
心
痛

如
何
ば
か
り
か
と
拝
察
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
る
。

激
動
す
る
国
際
情
勢
の
も
と
、
我
が

国
は
、
中
・
露
・
朝
・
イ
ラ
ン
連
合
の

脅
威
を
前
に
し
て
、
自
前
の
核
抑
止
力

も
持
た
ず
、
為
す
術
も
無
き
有
様
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
我
が
国
民
の｢

国
を
守

る｣

こ
と
に
対
す
る
意
識
の
低
さ
は
、

他
の
諸
国
に
比
べ
て
実
に
嘆
か
は
し
い

状
況
に
あ
る
。

「
国
を
守
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
国

土
を
守
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
こ

の
国
土
で
先
人
達
が
長
き
に
わ
た
っ
て

育
み
築
い
て
き
た
国
家
の
文
化
伝
統

を
守
る
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
る
。
戦
後

約
八
十
年
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司

日
本
文
明
存
続
の
岐
路
・「
皇
位
継
承
問
題
」

		 —

新
政
権
の
発
足
に
際
し
て
、改
め
て
訴
ふ
！—
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